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山 梨 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 則 新 旧 対 照 表 

新 旧 
（ 開 示 請 求 書 ） 

第 五 条 開 示 請 求 書 に は 、 開 示 請 求 に 係 る 行 政 文 書 に つ い て 次 に

掲 げ る 事 項 を 記 載 す る こ と が で き る 。 

 一 略 

 二 事 務 所 に お け る 開 示 （ 次 号 に 規 定 す る 方 法 並 び に 第 十 一

条 第 二 項 第 三 号 及 び 第 三 項 第 五 号  に 掲 げ る 方 法 以 外 の

方 法 に よ る 行 政 文 書 の 開 示 を い う 。 以 下 こ の 号 、 次 条 第 一

項 第 三 号 及 び 第 二 項 第 一 号 並 び に 第 十 三 条 第 一 項 第 三 号 に

お い て 同 じ 。 ） の 実 施 を 求 め る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 事 務

所 に お け る 開 示 の 実 施 を 希 望 す る 日 

 三 略 

２ ・ ３ 略 

 

（ 開 示 の 実 施 に 係 る 開 示 請 求 者 に 対 す る 通 知 ） 

第 六 条 条 例 第 十 二 条 第 一 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ

る 事 項 と す る 。 

 一 ～ 四 略 

 五 第 十 一 条 第 二 項 第 三 号 又 は 第 三 項 第 五 号         

（ 開 示 請 求 書 ） 

第 五 条 開 示 請 求 書 に は 、 開 示 請 求 に 係 る 行 政 文 書 に つ い て 次 に

掲 げ る 事 項 を 記 載 す る こ と が で き る 。 

 一 略 

 二 事 務 所 に お け る 開 示 （ 次 号 に 規 定 す る 方 法 並 び に 第 十 一

条 第 二 項 第 一 号 ハ 及 び 第 三 項 第 三 号 ホ に 掲 げ る 方 法 以 外 の

方 法 に よ る 行 政 文 書 の 開 示 を い う 。 以 下 こ の 号 、 次 条 第 一

項 第 三 号 及 び 第 二 項 第 一 号 並 び に 第 十 三 条 第 一 項 第 三 号 に

お い て 同 じ 。 ） の 実 施 を 求 め る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 事 務

所 に お け る 開 示 の 実 施 を 希 望 す る 日 

 三 略 

２ ・ ３ 略 

 

（ 開 示 の 実 施 に 係 る 開 示 請 求 者 に 対 す る 通 知 ） 

第 六 条 条 例 第 十 二 条 第 一 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ

る 事 項 と す る 。 

 一 ～ 四 略 

 五 第 十 一 条 第 二 項 第 一 号 （ 同 号 ハ に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 又
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                     に 定 め る 方

法 に よ る 行 政 文 書 の 開 示 を 実 施 す る 場 合 に お け る 準 備 に 要

す る 日 数 そ の 他 当 該 開 示 の 実 施 に 必 要 な 事 項 

２ ～ ４ 略 

 

（ 行 政 文 書 の 開 示 の 実 施 の 方 法 ） 

第 十 一 条 次 の 各 号 に 掲 げ る 文 書 又 は 図 画 の 閲 覧 の 方 法 は 、 そ れ

ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る も の を 閲 覧 す る こ と と す る 。 

 一 文 書 又 は 図 画 （ 次 号 か ら 第 四 号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る

も の を 除 く 。 ） 当 該 文 書 又 は 図 画 （ 条 例 第 十 七 条 第 一 項 た

だ し 書 の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 に あ っ て は 、 次 項 第 一 号 イ に

規 定 す る も の ） 

 二 略 

 三 写 真 フ ィ ル ム 当 該 写 真 フ ィ ル ム を 印 画 紙 （ 縦 八 十 九 ミ リ

メ ー ト ル 、 横 百 二 十 七 ミ リ メ ー ト ル の も の 又 は 縦 二 百 三 ミ リ

メ ー ト ル 、 横 二 百 五 十 四 ミ リ メ ー ト ル の も の に 限 る     

 。 ） に 印 画 し た も の 

四 ス ラ イ ド                       

              当 該 ス ラ イ ド を 専 用 機 器 に

よ り 映 写 し た も の 

２ 文 書 又 は 図 画 の 条 例 第 十 七 条 第 一 項 （ 第 三 号 に あ っ て は 、 同

は 第 三 項 第 三 号 （ 同 号 ホ に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） に 定 め る 方

法 に よ る 行 政 文 書 の 開 示 を 実 施 す る 場 合 に お け る 準 備 に 要

す る 日 数 そ の 他 当 該 開 示 の 実 施 に 必 要 な 事 項 

２ ～ ４ 略 

 

（ 行 政 文 書 の 開 示 の 実 施 の 方 法 ） 

第 十 一 条 次 の 各 号 に 掲 げ る 文 書 又 は 図 画 の 閲 覧 の 方 法 は 、 そ れ

ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る も の を 閲 覧 す る こ と と す る 。 

 一 文 書 又 は 図 画 （ 次 号 か ら 第 四 号 ま で 又 は 第 四 項 に 該 当 す る

も の を 除 く 。 ） 当 該 文 書 又 は 図 画 （ 条 例 第 十 七 条 第 一 項 た

だ し 書 の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 に あ っ て は 、 次 項 第 一 号 イ に

規 定 す る も の ） 

 二 略 

三 写 真 フ ィ ル ム 当 該 写 真 フ ィ ル ム を 印 画 紙 （ 縦 八 十 九 ミ リ

メ ー ト ル 、 横 百 二 十 七 ミ リ メ ー ト ル の も の 又 は 縦 二 百 三 ミ リ

メ ー ト ル 、 横 二 百 五 十 四 ミ リ メ ー ト ル の も の に 限 る 。 以 下 同

じ 。 ） に 印 画 し た も の 

四 ス ラ イ ド （ 第 五 項 に 規 定 す る 場 合 に お け る も の を 除 く 。

次 項 第 四 号 に お い て 同 じ 。 ） 当 該 ス ラ イ ド を 専 用 機 器 に

よ り 映 写 し た も の 

２ 次 の 各 号 に 掲 げ る 文 書 又 は 図 画 の 条 例 第 十 七 条 第 一 項 （ 第
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項 及 び 情 報 通 信 技 術 利 用 条 例 第 四 条 第 一 項 ） の 規 定 に よ る 開 示

の 実 施 の 方 法 は 、 次 に 掲 げ る 方 法 （ 第 二 号 及 び 第 三 号 に 掲 げ る

方 法 に あ っ て は 当 該 文 書 又 は 図 画 の 保 存 に 支 障 を 生 ず る お そ れ

が な く 、 か つ 、 実 施 機 関 が そ の 保 有 す る 処 理 装 置 及 び プ ロ グ ラ

ム （ 電 子 計 算 機 に 対 す る 指 令 で あ っ て 、 一 の 結 果 を 得 る こ と が

で き る よ う 組 み 合 わ さ れ た も の を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ）

に よ り 当 該 文 書 又 は 図 画 の 開 示 を 実 施 す る こ と が で き る 場 合 に

限 り 、 第 三 号 に 掲 げ る 方 法 に あ っ て は 情 報 通 信 技 術 利 用 条 例 第

三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使

用 し て 開 示 請 求 が あ っ た 場 合 （ 次 項 に お い て 「 電 子 開 示 請 求 の

場 合 」 と い う 。 ） に 限 る 。 ） と す る 。 

一 当 該 文 書 又 は 図 画 を 用 紙 そ の 他 こ れ に 類 す る も の に 複 写

し 、 印 刷 し 、 又 は 印 画 し た も の の 交 付 

二 当 該 文 書 又 は 図 画 を ス キ ャ ナ に よ り 読 み 取 っ て で き た 電 磁

的 記 録 を 光 デ ィ ス ク （ 日 本 産 業 規 格 Ｘ 〇 六 〇 六 及 び Ｘ 六 二 八

一 又 は Ｘ 六 二 四 一 に 適 合 す る 直 径 百 二 十 ミ リ メ ー ト ル の 光 デ

ィ ス ク の 再 生 装 置 で 再 生 す る こ と が 可 能 な も の に 限 る 。 次 項

第 四 号 に お い て 同 じ 。 ） そ の 他 の 電 磁 的 記 録 媒 体 （ 電 磁 的 記

録 に 係 る 記 録 媒 体 を い う 。 次 項 第 四 号 に お い て 同 じ 。 ） に 複

写 し た も の の 交 付 

三 当 該 文 書 又 は 図 画 の 開 示 の 実 施 を 情 報 通 信 技 術 利 用 条 例 第

一 号 ハ に あ っ て は 、 同 項 及 び 情 報 通 信 技 術 利 用 条 例 第 四 条 第

一 項 ） の 規 定 に よ る 開 示 の 実 施 の 方 法 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号

に 定 め る 方 法 と す る 。 

 一 文 書 又 は 図 画 （ 次 号 か ら 第 四 号 ま で 又 は 第 四 項 に 該 当 す

る も の を 除 く 。 ） 次 に 掲 げ る 方 法 （ ロ 及 び ハ に 掲 げ る 方

法 に あ っ て は 当 該 文 書 又 は 図 画 の 保 存 に 支 障 を 生 ず る お そ

れ が な く 、 か つ 、 実 施 機 関 が そ の 保 有 す る 処 理 装 置 及 び プ

ロ グ ラ ム （ 電 子 計 算 機 に 対 す る 指 令 で あ っ て 、 一 の 結 果 を

得 る こ と が で き る よ う 組 み 合 わ さ れ た も の を い う 。 以 下 同

じ 。 ） に よ り 当 該 文 書 又 は 図 画 の 開 示 を 実 施 す る こ と が で

き る 場 合 に 限 り 、 ハ に 掲 げ る 方 法 に あ っ て は 情 報 通 信 技 術

利 用 条 例 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 電 子 情

報 処 理 組 織 を 使 用 し て 開 示 請 求 が あ っ た 場 合 （ 以 下 「 電 子

開 示 請 求 の 場 合 」 と い う 。 ） に 限 る 。 ） 

イ 当 該 文 書 又 は 図 画 を 複 写 機 に よ り Ａ 三 判 以 下 の 大 き さ

の 用 紙 に 複 写 し た も の の 交 付 。 た だ し 、 こ れ に よ り 難 い

場 合 に あ っ て は 、 当 該 文 書 若 し く は 図 画 を 複 写 機 に よ り

日 本 産 業 規 格 Ａ 列 〇 番 （ 以 下 「 Ａ 〇 判 」 と い う 。 ） 、 日

本 産 業 規 格 Ａ 列 一 番 （ 以 下 「 Ａ 一 判 」 と い う 。 ） 若 し く

は 日 本 産 業 規 格 Ａ 列 二 番 （ 以 下 「 Ａ 二 判 」 と い う 。 ） の

用 紙 に 複 写 し た も の （ 用 紙 に カ ラ ー で 複 写 し た も の を 除
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四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 電 子 情 報 処 理 組 織 を

使 用 し て 行 う 方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

く 。 ） の 交 付 又 は 当 該 文 書 若 し く は 図 画 を 撮 影 し た 写 真

フ ィ ル ム を 印 画 紙 に 印 画 し た も の の 交 付 

ロ 当 該 文 書 又 は 図 画 を ス キ ャ ナ に よ り 読 み 取 っ て で き た

電 磁 的 記 録 を フ レ キ シ ブ ル デ ィ ス ク カ ー ト リ ッ ジ （ 日 本

産 業 規 格 Ｘ 六 二 二 三 に 適 合 す る 幅 九 十 ミ リ メ ー ト ル の も

の に 限 る 。 以 下 同 じ 。 ） 、 光 デ ィ ス ク （ 日 本 産 業 規 格 Ｘ

〇 六 〇 六 及 び Ｘ 六 二 八 一 に 適 合 す る 直 径 百 二 十 ミ リ メ ー

ト ル の 光 デ ィ ス ク の 再 生 装 置 で 再 生 す る こ と が 可 能 な も

の に 限 る 。 以 下 同 じ 。 ） 、 光 デ ィ ス ク カ ー ト リ ッ ジ （ 日

本 産 業 規 格 Ｘ 六 二 七 五 に 適 合 す る 記 憶 容 量 二 百 三 十 メ ガ

バ イ ト の も の 又 は 日 本 産 業 規 格 Ｘ 六 二 七 七 に 適 合 す る 記

憶 容 量 六 百 四 十 メ ガ バ イ ト の も の に 限 る 。 以 下 同 じ 。 ）

又 は こ れ ら 以 外 の 電 磁 的 記 録 媒 体 （ 電 磁 的 記 録 に 係 る 記

録 媒 体 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 複 写 し た も の の 交 付 

ハ 当 該 文 書 又 は 図 画 の 開 示 の 実 施 を 情 報 通 信 技 術 利 用 条

例 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 電 子 情 報 処

理 組 織 を 使 用 し て 行 う 方 法 

 二 マ イ ク ロ フ ィ ル ム 当 該 マ イ ク ロ フ ィ ル ム を Ａ 三 判 以 下

の 大 き さ の 用 紙 に 印 刷 し た も の の 交 付 

 三 写 真 フ ィ ル ム 当 該 写 真 フ ィ ル ム を 印 画 紙 に 印 画 し た も

の の 交 付 
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３ 電 磁 的 記 録 に つ い て の 条 例 第 十 七 条 第 一 項 の 規 則 で 定 め る

方 法 は 、 次 に 掲 げ る 方 法 で あ っ て 、 実 施 機 関 が そ の 保 有 す る

処 理 装 置 及 び プ ロ グ ラ ム に よ り 行 う こ と が で き る も の （ 第 五

号 に 掲 げ る 方 法 に あ っ て は 、 電 子 開 示 請 求 の 場 合 に 限 る 。 ）

と す る 。 

 一 当 該 電 磁 的 記 録 を 用 紙 に 出 力 し た も の の 閲 覧 

 二 当 該 電 磁 的 記 録 を 専 用 機 器 に よ り 再 生 し た も の の 閲 覧 、

視 聴 又 は 聴 取 

 三 当 該 電 磁 的 記 録 を 用 紙 に 出 力 し た も の の 交 付 

 四 当 該 電 磁 的 記 録 を 光 デ ィ ス ク そ の 他 の 電 磁 的 記 録 媒 体 に

複 写 し た も の の 交 付 

 五 当 該 電 磁 的 記 録 を 電 子 情 報 処 理 組 織 （ 実 施 機 関 の 使 用 に

係 る 電 子 計 算 機 （ 入 出 力 装 置 を 含 む 。 以 下 こ の 号 に お い て

同 じ 。 ） と 開 示 を 受 け る 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と を 電

気 通 信 回 線 で 接 続 し た 電 子 情 報 処 理 組 織 を い う 。 ） を 使 用

し て 開 示 を 受 け る 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た

フ ァ イ ル に 複 写 さ せ る 方 法 

 

 

 

 四 ス ラ イ ド 当 該 ス ラ イ ド を 印 画 紙 に 印 画 し た も の の 交 付 

３ 次 の 各 号 に 掲 げ る 電 磁 的 記 録 に つ い て の 条 例 第 十 七 条 第 一

項 の 規 則 で 定 め る 方 法 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 方 法 と

す る 。 

 一 録 音 テ ー プ （ 第 五 項 に 規 定 す る 場 合 に お け る も の を 除

く 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） 又 は 録 音 デ ィ ス ク 次 に

掲 げ る 方 法 

  イ 当 該 録 音 テ ー プ 又 は 録 音 デ ィ ス ク を 専 用 機 器 に よ り 再

生 し た も の の 聴 取 

  ロ 当 該 録 音 テ ー プ 又 は 録 音 デ ィ ス ク を 録 音 カ セ ッ ト テ ー

プ （ 日 本 産 業 規 格 Ｃ 五 五 六 八 に 適 合 す る 記 録 時 間 百 二 十

分 の も の に 限 る 。 別 表 第 一 の 五 の 項 に お い て 同 じ 。 ） に

複 写 し た も の の 交 付 

 二 ビ デ オ テ ー プ 又 は ビ デ オ デ ィ ス ク 次 に 掲 げ る 方 法 

  イ 当 該 ビ デ オ テ ー プ 又 は ビ デ オ デ ィ ス ク を 専 用 機 器 に よ

り 再 生 し た も の の 視 聴 

  ロ 当 該 ビ デ オ テ ー プ 又 は ビ デ オ デ ィ ス ク を ビ デ オ カ セ ッ

ト テ ー プ （ 日 本 産 業 規 格 Ｃ 五 五 八 一 に 適 合 す る 記 録 時 間

百 二 十 分 の も の に 限 る 。 以 下 同 じ 。 ） に 複 写 し た も の の

交 付 

 三 電 磁 的 記 録 （ 前 二 号 、 次 号 又 は 次 項 に 該 当 す る も の を 除
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く 。 ） 次 に 掲 げ る 方 法 で あ っ て 、 実 施 機 関 が そ の 保 有 す

る 処 理 装 置 及 び プ ロ グ ラ ム に よ り 行 う こ と が で き る も の

（ ホ に 掲 げ る 方 法 に あ っ て は 、 電 子 開 示 請 求 の 場 合 に 限

る 。 ） 

イ 当 該 電 磁 的 記 録 を Ａ 三 判 以 下 の 大 き さ の 用 紙 に 出 力 し

た も の の 閲 覧 

ロ 当 該 電 磁 的 記 録 を 専 用 機 器 （ 開 示 を 受 け る 者 の 閲 覧 又

は 視 聴 の 用 に 供 す る た め に 備 え 付 け ら れ て い る も の に 限

る 。 ） に よ り 再 生 し た も の の 閲 覧 又 は 視 聴 

ハ 当 該 電 磁 的 記 録 を Ａ 三 判 以 下 の 大 き さ の 用 紙 に 出 力 し

た も の の 交 付 

ニ 当 該 電 磁 的 記 録 を フ レ キ シ ブ ル デ ィ ス ク カ ー ト リ ッ

ジ 、 光 デ ィ ス ク 、 光 デ ィ ス ク カ ー ト リ ッ ジ 又 は こ れ ら 以

外 の 電 磁 的 記 録 媒 体 に 複 写 し た も の の 交 付 

ホ 当 該 電 磁 的 記 録 を 電 子 情 報 処 理 組 織 （ 実 施 機 関 の 使 用

に 係 る 電 子 計 算 機 （ 入 出 力 装 置 を 含 む 。 以 下 こ の 号 に お

い て 同 じ 。 ） と 開 示 を 受 け る 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機

と を 電 気 通 信 回 線 で 接 続 し た 電 子 情 報 処 理 組 織 を い

う 。 ） を 使 用 し て 開 示 を 受 け る 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算

機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 複 写 さ せ る 方 法 

 四 電 磁 的 記 録 （ 前 号 ニ に 掲 げ る 方 法 に よ る 開 示 の 実 施 を す
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る こ と が で き な い 特 性 を 有 す る も の に 限 る 。 ） 前 号 イ か

ら ハ ま で に 掲 げ る 方 法 で あ っ て 、 実 施 機 関 が そ の 保 有 す る

処 理 装 置 及 び プ ロ グ ラ ム に よ り 行 う こ と が で き る も の 

４ 映 画 フ ィ ル ム の 開 示 の 実 施 の 方 法 は 、 次 に 掲 げ る 方 法 と す

る 。 

 一 当 該 映 画 フ ィ ル ム を 専 用 機 器 に よ り 映 写 し た も の の 視 聴 

二 当 該 映 画 フ ィ ル ム を ビ デ オ カ セ ッ ト テ ー プ に 複 写 し た も

の の 交 付 

５ ス ラ イ ド 及 び 当 該 ス ラ イ ド の 内 容 に 関 す る 音 声 を 記 録 し た

録 音 テ ー プ を 同 時 に 視 聴 す る 場 合 に お け る 開 示 の 実 施 の 方 法

は 、 次 に 掲 げ る 方 法 と す る 。 

一 当 該 ス ラ イ ド 及 び 当 該 録 音 テ ー プ を 専 用 機 器 に よ り 再 生

し た も の の 視 聴 

二 当 該 ス ラ イ ド 及 び 当 該 録 音 テ ー プ を ビ デ オ カ セ ッ ト テ ー

プ に 複 写 し た も の の 交 付 
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別 表 第 一 （ 第 十 五 条 関 係 ） 
行 政 文 書 の 種 別 開 示 の 実 施 の 方 法 開 示 実 施 費 用 の 額 

一 文 書 又 は 図 画 イ 用 紙 に 複 写 し

た も の の 交 付 

Ａ 三 判 以 下 の 大 き さ

の 用 紙 一 枚 に つ き 十

円 （ カ ラ ー で 複 写 し

た も の に つ い て は 、

四 十 円 ） 
ロ ス キ ャ ナ に よ

り 読 み 取 っ て で

き た 電 磁 的 記 録

を 光 デ ィ ス ク （

日 本 産 業 規 格 Ｘ

〇 六 〇 六 及 び Ｘ

六 二 八 一 に 適 合

す る 直 径 百 二 十

ミ リ メ ー ト ル の

光 デ ィ ス ク の 再

生 装 置 で 再 生 す

る こ と が 可 能 な

も の に 限 る 。 ）

一 枚 に つ き 七 十 円 

 

別 表 第 一 （ 第 十 五 条 関 係 ） 

行 政 文 書 の 種 別 開 示 の 実 施 の 方 法 開 示 実 施 費 用 の 額 

一 文 書 又 は 図 画

（ 二 の 項 か ら 四

の 項 ま で 又 は 八

の 項 に 該 当 す る

も の を 除 く 。 ） 

イ 複 写 機 に よ り

用 紙 に 複 写 し た

も の の 交 付 

用 紙 一 枚 に つ き 十 円

（ Ａ 二 判 の 大 き さ の

も の に つ い て は 三 十

円 、 Ａ 一 判 の 大 き さ

の も の に つ い て は 百

十 円 、 Ａ 〇 判 の 大 き

さ の も の に つ い て は

百 二 十 円 、 カ ラ ー で

複 写 し た も の に つ い

て は 四 十 円 ） 

ロ 撮 影 し た 写 真

フ ィ ル ム を 印 画

紙 に 印 画 し た も

の の 交 付 

一 枚 に つ き 四 十 円 （

縦 二 百 三 ミ リ メ ー ト

ル 、 横 二 百 五 十 四 ミ

リ メ ー ト ル の も の に

つ い て は 、 五 百 二 十

円 ） に 十 二 枚 ま で ご

と に 六 百 八 十 円 を 加

え た 額 
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に 複 写 し た も の

の 交 付 

ハ ス キ ャ ナ に よ

り 読 み 取 っ て で

き た 電 磁 的 記 録

を 光 デ ィ ス ク （

日 本 産 業 規 格 Ｘ

六 二 四 一 に 適 合

す る 直 径 百 二 十

ミ リ メ ー ト ル の

光 デ ィ ス ク の 再

生 装 置 で 再 生 す

る こ と が 可 能 な

も の に 限 る 。 ）

に 複 写 し た も の

の 交 付 

一 枚 に つ き 百 十 円 

 

ニ イ か ら ハ ま で

に 掲 げ る も の 以

外 の も の の 交 付 

当 該 交 付 に 要 す る 費

用 に 相 当 す る 額 

二 電 磁 的 記 録 イ 用 紙 に 出 力 し Ａ 三 判 以 下 の 大 き さ

ハ ス キ ャ ナ に よ

り 読 み 取 っ て で

き た 電 磁 的 記 録

を フ レ キ シ ブ ル

デ ィ ス ク カ ー ト

リ ッ ジ に 複 写 し

た も の の 交 付 

一 枚 に つ き 七 十 円 

 

ニ ス キ ャ ナ に よ

り 読 み 取 っ て で

き た 電 磁 的 記 録

を 光 デ ィ ス ク に

複 写 し た も の の

交 付 

一 枚 に つ き 百 二 十 円 

 

ホ ス キ ャ ナ に よ

り 読 み 取 っ て で

き た 電 磁 的 記 録

を 光 デ ィ ス ク カ

ー ト リ ッ ジ に 複

写 し た も の の 交

付 

一 枚 に つ き 、 二 百 三

十 メ ガ バ イ ト の も の

に つ い て は 三 百 四 十

円 、 六 百 四 十 メ ガ バ

イ ト の も の に つ い て

は 五 百 三 十 円 

 



 

1
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た も の の 交 付 の 用 紙 一 枚 に つ き 十

円 （ カ ラ ー で 出 力 し

た も の に つ い て は 、

四 十 円 ）   

ロ 光 デ ィ ス ク （

日 本 産 業 規 格 Ｘ

〇 六 〇 六 及 び Ｘ

六 二 八 一 に 適 合

す る 直 径 百 二 十

ミ リ メ ー ト ル の

光 デ ィ ス ク の 再

生 装 置 で 再 生 す

る こ と が 可 能 な

も の に 限 る 。 ）

に 複 写 し た も の

の 交 付 

一 枚 に つ き 七 十 円 

ハ 光 デ ィ ス ク （

日 本 産 業 規 格 Ｘ

六 二 四 一 に 適 合

す る 直 径 百 二 十

一 枚 に つ き 百 十 円 

ヘ ス キ ャ ナ に よ

り 読 み 取 っ て で

き た 電 磁 的 記 録

を フ レ キ シ ブ ル

デ ィ ス ク カ ー ト

リ ッ ジ 、 光 デ ィ

ス ク 及 び 光 デ ィ

ス ク カ ー ト リ ッ

ジ 以 外 の 電 磁 的

記 録 媒 体 に 複 写

し た も の の 交 付 

実 施 機 関 に お い て 複

写 用 の 電 磁 的 記 録 媒

体 を 購 入 す る の に 要

し た 費 用 の 額 

二 マ イ ク ロ フ ィ

ル ム 

用 紙 に 印 刷 し た も

の の 交 付 

用 紙 一 枚 に つ き 十 円                   

三 写 真 フ ィ ル ム 印 画 紙 に 印 画 し た

も の の 交 付 

一 枚 に つ き 四 十 円 （

縦 二 百 三 ミ リ メ ー ト

ル 、 横 二 百 五 十 四 ミ

リ メ ー ト ル の も の に

つ い て は 、 五 百 二 十

円 ） 

四 ス ラ イ ド （ 九 印 画 紙 に 印 画 し た 一 枚 に つ き 百 三 十 円
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ミ リ メ ー ト ル の

光 デ ィ ス ク の 再

生 装 置 で 再 生 す

る こ と が 可 能 な

も の に 限 る 。 ）

に 複 写 し た も の

の 交 付 
ニ イ か ら ハ ま で

に 掲 げ る も の 以

外 の も の の 交 付 

当 該 交 付 に 要 す る 費

用 に 相 当 す る 額 

備 考 一 の 項 イ 又 は 二 の 項 イ の 場 合 に お い て 、 両 面 印 刷 の 用 紙

を 用 い る と き は 、 片 面 を 一 枚 と し て 額 を 算 定 し 、 Ａ 三 判 を

超 え る 大 き さ の も の に つ い て は 、 Ａ 三 判 に よ る 用 紙 を 用 い

た 場 合 の 枚 数 に 換 算 し て 算 定 す る 。 

 

 

 

 

 

 

 

の 項 に 該 当 す

る も の を 除 く

。 ） 

も の の 交 付 （ 縦 二 百 三 ミ リ メ ー

ト ル 、 横 二 百 五 十 四

ミ リ メ ー ト ル の も の

に つ い て は 、 千 五 百

二 十 円 ） 

五 録 音 テ ー プ （

九 の 項 に 該 当 す

る も の を 除 く 。

） 又 は 録 音 デ ィ

ス ク 

録 音 カ セ ッ ト テ ー

プ に 複 写 し た も の

の 交 付 

一 巻 に つ き 百 七 十 円 

六 ビ デ オ テ ー プ

又 は ビ デ オ デ ィ

ス ク 

ビ デ オ カ セ ッ ト テ

ー プ に 複 写 し た も

の の 交 付 

一 巻 に つ き 三 百 五 十

円 

 

七 電 磁 的 記 録 （

五 の 項 、 六 の 項

又 は 八 の 項 に 該

当 す る も の を 除

く 。 ） 

イ 用 紙 に 出 力 し

た も の の 交 付 

用 紙 一 枚 に つ き 十 円

（ カ ラ ー で 出 力 し た

も の に つ い て は 四 十

円 ） 

ロ フ レ キ シ ブ ル

デ ィ ス ク カ ー ト

リ ッ ジ に 複 写 し

一 枚 に つ き 七 十 円 
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た も の の 交 付 

ハ 光 デ ィ ス ク に

複 写 し た も の の

交 付 

一 枚 に つ き 百 二 十 円

   

ニ 光 デ ィ ス ク カ

ー ト リ ッ ジ 

一 枚 に つ き 、 二 百 三

十 メ ガ バ イ ト の も の

に つ い て は 三 百 四 十

円 、 六 百 四 十 メ ガ バ

イ ト の も の に つ い て

は 五 百 三 十 円 

ホ フ レ キ シ ブ ル

デ ィ ス ク カ ー ト

リ ッ ジ 、 光 デ ィ

ス ク 又 は 光 デ ィ

ス ク カ ー ト リ ッ

ジ 以 外 の 電 磁 的

記 録 媒 体 に 複 写

し た も の の 交 付 

実 施 機 関 に お い て 複

写 用 の 電 磁 的 記 録 媒

体 を 購 入 す る の に 要

し た 費 用 の 額 

八 映 画 フ ィ ル ム 

 

ビ デ オ カ セ ッ ト テ

ー プ に 複 写 し た も

実 施 機 関 に お い て 複

写 用 の 電 磁 的 記 録 媒
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の の 交 付 体 を 購 入 す る の に 要

し た 費 用 の 額 及 び 複

写 す る た め に 委 託 を

し た 場 合 の 委 託 費 の

合 計 額 

九 ス ラ イ ド 及 び

録 音 テ ー プ （ 第

十 一 条 第 五 項 に

規 定 す る 場 合 に

お け る も の に 限

る 。 ） 

ビ デ オ カ セ ッ ト テ

ー プ に 複 写 し た も

の の 交 付 

実 施 機 関 に お い て 複

写 用 の 電 磁 的 記 録 媒

体 を 購 入 す る の に 要

し た 費 用 の 額 及 び 複

写 す る た め に 委 託 を

し た 場 合 の 委 託 費 の

合 計 額 

備 考 一 の 項 イ 、 二 の 項 又 は 七 の 項 イ の 場 合 に お い て 、 両 面

印 刷 の 用 紙 を 用 い る と き は 、 片 面 を 一 枚 と し て 額 を 算 定

す る 。 
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第６号様式（第８条関係） 
                                第     号 
                                年  月  日 
 
          殿 
 
                         実施機関         印 
 

開示決定等期間特例適用通知書 
 
     年  月  日付けで請求のあった行政文書の開示については、山梨県情報公開
条例第１４条の規定を適用することとしたので通知します。 
 
 
 
 
行政文書の表示  
 
 

 
              

 
 
開示請求があった日  
から３０日以内   
  に開示決定等を  
する部分  
 

 

 
 
 
山梨県情報公開条例  
第１４条を適用する  
理由  
 
 

 

 
 
 
残りの行政文書につ
いて開示決定等をす
る期限  
 
 

 
 
 
    年  月  日 

 
 
 

担当課等  
 
  

 
 

担当名 
電話番号 （   ）  －   内線  

 
 
 
備考  
 
 

 

 
 
 
 
  

第６号様式（第８条関係） 
                                第     号 
                                年  月  日 
 
          殿 
 
                         実施機関         印 
 

開示決定等期間特例適用通知書 
 
     年  月  日付けで請求のあった行政文書の開示については、山梨県情報公開
条例第１４条の規定を適用することとしたので通知します。 
 
 
 
 
行政文書の表示  
 
 

 
              

 
 
開示請求があった日  
から起算して３０日  
以内に開示決定等を  
する部分  
 

 

 
 
 
山梨県情報公開条例  
第１４条を適用する  
理由  
 
 

 

 
 
 
残りの行政文書につ
いて開示決定等をす
る期限  
 
 

 
 
 
    年  月  日 

 
 
 

担当課等  
 
  

 
 

担当名 
電話番号 （   ）  －   内線  

 
 
 
備考  
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